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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行することが可能であり、且つ、その惰性走
行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動作を停止すると共に、走行中の運動エネル
ギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性走行中に禁止させる車両の車両制御装置で
あって、
　バッテリ残存電力が前記惰性走行中の電器の総消費電力以上残っている場合、前記惰性
走行中の前記回生装置の回生制御を禁止状態のままにし、前記バッテリ残存電力が前記惰
性走行中の前記電器の総消費電力を下回る場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制
御禁止状態を解除することを特徴とする車両制御装置。
【請求項２】
　動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行することが可能であり、且つ、その惰性走
行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動作を停止すると共に、走行中の運動エネル
ギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性走行中に禁止させる車両の車両制御装置で
あって、
　前記惰性走行による減速で車両の要求制動力が満たされるので制動装置の制動力を必要
としない場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御を禁止状態のままにし、前記惰
性走行による減速で車両の要求制動力が満たされず前記制動装置の制動力を必要とする場
合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御禁止状態を解除することを特徴とする車両
制御装置。
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【請求項３】
　自車の車両前方情報に基づいて又は当該車両前方情報と方向指示器の操作情報とに基づ
いて、前記制動装置の制動力の要否を判断する請求項２記載の車両制御装置。
【請求項４】
　動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行することが可能であり、且つ、その惰性走
行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動作を停止すると共に、走行中の運動エネル
ギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性走行中に禁止させる車両の車両制御装置で
あって、
　前記惰性走行中の走行路が当該惰性走行で車両を加速させない下り勾配の場合、前記惰
性走行中の前記回生装置の回生制御を禁止状態のままにし、前記惰性走行中の走行路が当
該惰性走行で車両を加速させる下り勾配の場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制
御禁止状態を解除することを特徴とする車両制御装置。
【請求項５】
　動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行することが可能であり、且つ、その惰性走
行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動作を停止すると共に、走行中の運動エネル
ギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性走行中に禁止させる車両の車両制御装置で
あって、
前記惰性走行中に方向指示器が操作されていない場合、前記惰性走行中の前記回生装置の
回生制御を禁止状態のままにし、前記惰性走行中に前記方向指示器が操作された場合、前
記惰性走行中の前記回生装置の回生制御禁止状態を解除することを特徴とする車両制御装
置。
【請求項６】
　動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行することが可能であり、且つ、その惰性走
行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動作を停止すると共に、走行中の運動エネル
ギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性走行中に禁止させる車両の車両制御装置で
あって、
　前記惰性走行中の走行路が下り勾配の場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御
を禁止状態のままにし、前記惰性走行中の走行路が下り勾配でない場合、前記惰性走行中
の前記回生装置の回生制御禁止状態を解除することを特徴とする車両制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行させることが可能な車両につい
ての車両制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両には、動力源の動力を駆動輪に伝えて走行させ、その後、その動力の駆動輪
への伝達を遮断して惰性で走行させることのできるものが存在する。例えば、下記の特許
文献１及び２には、エンジンとモータを駆動源とするハイブリッド車両であって、その惰
性走行の可能なものの制御装置が開示されている。その特許文献１の速度維持装置は、エ
ンジンを駆動させた走行とエンジンを停止させ且つモータを回生も力行もさせない惰性走
行とを交互に繰り返す。また、特許文献２の車両用走行制御装置は、前方の車両との車間
距離が自車の車速に応じた最小車間距離よりも短くなったときに駆動力の発生を停止して
惰性走行させ、その惰性走行中に車間距離が自車の車速に応じた最大車間距離よりも長く
なったときに駆動力の発生を開始して走行させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１８７０９０号公報
【特許文献２】特開２００７－２９１９１９号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の惰性走行中には、その際に車両で発生している運動エネルギの回
生が行われていない。これが為、従来は、例えば惰性走行中の減速により発生した運動エ
ネルギを電気エネルギとして回収することができないので、惰性走行中にバッテリへの電
力の回生が行えず、そのバッテリの残存蓄電量不足によって、その電力を使用する機器の
性能低下を招く虞がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、かかる従来例の有する不都合を改善し、惰性走行中にも必要に応じ
て運動エネルギの回生が可能な車両制御装置を提供することを、その目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成する為、本発明は、動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行するこ
とが可能であり、且つ、その惰性走行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動作を停
止すると共に、走行中の運動エネルギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性走行中
に禁止させる車両の車両制御装置であって、バッテリ残存電力が前記惰性走行中の電器の
総消費電力以上残っている場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御を禁止状態の
ままにし、前記バッテリ残存電力が前記惰性走行中の前記電器の総消費電力を下回る場合
、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御禁止状態を解除することを特徴としている。
【０００７】
　また、上記目的を達成する為、本発明は、動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行
することが可能であり、且つ、その惰性走行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動
作を停止すると共に、走行中の運動エネルギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性
走行中に禁止させる車両の車両制御装置であって、前記惰性走行による減速で車両の要求
制動力が満たされるので制動装置の制動力を必要としない場合、前記惰性走行中の前記回
生装置の回生制御を禁止状態のままにし、前記惰性走行による減速で車両の要求制動力が
満たされず前記制動装置の制動力を必要とする場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回
生制御禁止状態を解除することを特徴としている。ここで、自車の車両前方情報に基づい
て又は当該車両前方情報と方向指示器の操作情報とに基づいて、前記制動装置の制動力の
要否を判断することが望ましい。
【０００８】
　また、上記目的を達成する為、本発明は、動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行
することが可能であり、且つ、その惰性走行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動
作を停止すると共に、走行中の運動エネルギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性
走行中に禁止させる車両の車両制御装置であって、前記惰性走行中の走行路が当該惰性走
行で車両を加速させない下り勾配の場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御を禁
止状態のままにし、前記惰性走行中の走行路が当該惰性走行で車両を加速させる下り勾配
の場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御禁止状態を解除することを特徴として
いる。
【０００９】
　また、上記目的を達成する為、本発明は、動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行
することが可能であり、且つ、その惰性走行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動
作を停止すると共に、走行中の運動エネルギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性
走行中に禁止させる車両の車両制御装置であって、前記惰性走行中に方向指示器が操作さ
れていない場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御を禁止状態のままにし、前記
惰性走行中に前記方向指示器が操作された場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制
御禁止状態を解除することを特徴としている。
【００１０】
　また、上記目的を達成する為、本発明は、動力源の動力を駆動輪に伝えずに惰性で走行
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することが可能であり、且つ、その惰性走行中に燃料で動力を発生させる機械動力源の動
作を停止すると共に、走行中の運動エネルギの回生を行う回生装置の回生制御を前記惰性
走行中に禁止させる車両の車両制御装置であって、前記惰性走行中の走行路が下り勾配の
場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御を禁止状態のままにし、前記惰性走行中
の走行路が下り勾配でない場合、前記惰性走行中の前記回生装置の回生制御禁止状態を解
除することを特徴としている。
【発明の効果】
【００１１】
　惰性走行中には、車両における熱エネルギや電気エネルギ等の或るエネルギが変動する
と、その変動に伴って或る種の性能低下が見受けられることがある。本発明に係る車両制
御装置は、惰性走行中に車両における各種エネルギの内の所定のエネルギが変動すると推
定される場合に、その惰性走行中の回生装置の回生制御禁止状態を解除するので、そのエ
ネルギの変動に伴う性能の低下を抑えることができる。例えば、バッテリ残存電力が惰性
走行中の電器の総消費電力を下回る場合には、惰性走行中の回生装置の回生制御禁止状態
を解除することで、エンジン駆動走行で蓄えた運動エネルギを電力として発電できるので
、電器の総消費電力を全て賄うことができる。また、惰性走行による減速で車両の要求制
動力が満たされず制動装置の制動力を必要とする場合には、惰性走行中の回生装置の回生
制御禁止状態を解除することで、その回生制御に伴う回生ブレーキと、回生ブレーキで要
求制動力を発生できなければその不足分を補う制動装置の制動力と、によって車両に要求
制動力を発生させることができる。また、惰性走行中の走行路が当該惰性走行で車両を加
速させる下り勾配の場合には、惰性走行中の回生装置の回生制御禁止状態を解除すること
で、その回生制御に伴う回生ブレーキや制動装置の制動力によって惰性走行中の加速を抑
えることができる。また、惰性走行中に方向指示器が操作された場合には、惰性走行中の
回生装置の回生制御禁止状態を解除することで、その操作後に減速するのであれば、制動
装置の制動動作による熱エネルギの変動に伴う走行性能の低下を抑えることができ、その
操作後に追い越し加速等するならば、バッテリの電気エネルギの減少側への変動に伴う走
行性能の低下を抑え、供給電力不足によるモータ駆動力の低下の抑制が可能になる。また
、惰性走行中の走行路が下り勾配でない場合には、惰性走行中の回生装置の回生制御禁止
状態を解除することで、ＥＶ走行要求時のモータ／ジェネレータへの供給電力不足を回避
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明に係る車両制御装置の適用対象たる実施例１の車両の一例を示す
図である。
【図２】図２は、燃費走行について説明する図である。
【図３】図３は、燃費走行について説明する図であって、惰性走行中の回生制御が禁止さ
れている状態と許可されている状態とを示す図である。
【図４】図４は、本発明に係る車両制御装置の主たる制御動作を説明するフローチャート
である。
【図５】図５は、制御動作の内の回生制御要否判定動作の一例について説明するフローチ
ャートである。
【図６】図６は、制御動作の内の回生制御要否判定動作の一例について説明するフローチ
ャートである。
【図７】図７は、制御動作の内の回生制御要否判定動作の一例について説明するフローチ
ャートである。
【図８】図８は、制御動作の内の回生制御要否判定動作の一例について説明するフローチ
ャートである。
【図９】図９は、本発明に係る車両制御装置の適用対象たる実施例２の車両の一例を示す
図である。
【図１０】図１０は、制御動作の内の回生制御要否判定動作の一例について説明するフロ
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ーチャートである。
【図１１】図１１は、制御動作の内の回生制御要否判定動作の一例について説明するフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明に係る車両制御装置は、動力源の動力を車両の駆動輪へと伝えない惰性走行（所
謂フリーラン走行）時の制御を可能とする制御装置であって、その惰性走行時の燃費向上
動作中における運動エネルギの回生動作の実行判断を行うものである。より具体的に示す
ならば、この車両制御装置は、その判断を車両における各種エネルギ（車両で発生する熱
エネルギや車両が有する電気エネルギ等）の状態に応じて行うものであって、その各種エ
ネルギに変動が生じないと推定されたならば、惰性走行中の運動エネルギの回生制御を禁
止させ、その各種エネルギの中に所定の変動を生じさせるものがあると推定されたならば
、その回生制御の禁止状態を解除させるものである。ここで、この車両制御装置の適用対
象となる車両は、燃料で動力を発生させる機械動力源（機械エネルギを動力とするもの）
と運動エネルギの回生を行う回生装置とを少なくとも備え、惰性走行を可能にすると共に
、惰性走行中に原則として機械動力源を停止させて燃費向上を図るものである。以下に、
本発明に係る車両制御装置の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。尚、この実施例に
よりこの発明が限定されるものではない。
【００１４】
［実施例１］
　本発明に係る車両制御装置の実施例１を図１から図８に基づいて説明する。
【００１５】
　最初に、本実施例１の車両制御装置の適用対象となる車両の一例を図１に基づき説明す
る。ここで例示する車両は、機械動力源としてのエンジン１０と、複数の変速段を有する
手動変速機２０と、そのエンジン１０と手動変速機２０との間のトルク伝達の断接が可能
なクラッチ３０と、を有する。
【００１６】
　そのエンジン１０としては、クランクシャフト（出力軸）１１から機械的な動力（エン
ジントルク）を出力する内燃機関や外燃機関等が考えられる。このエンジン１０は、その
動作がエンジン用の電子制御装置（以下、「エンジンＥＣＵ」という。）１０１によって
制御される。そのエンジントルクは、クラッチ３０を介して入力軸２１から手動変速機２
０の現状の変速段に伝わり、出力軸２２から出力されて駆動輪ＷＬ，ＷＲに駆動力として
伝達される。
【００１７】
　このエンジン１０には、エンジンＥＣＵ１０１によって始動時に駆動制御されるスター
タモータ１２が設けられている。そのスタータモータ１２は、バッテリ４０からの給電に
よって駆動し、その出力が動力伝達部（ここでは歯車対１３ａ，１３ｂ）を介してクラン
クシャフト１１に伝えられる。その歯車対１３ａ，１３ｂは、常に噛み合い状態になって
いる。
【００１８】
　また、このエンジン１０には、クランクシャフト１１の回転に連動する各種補機が設け
られている。例えば、その補機としては、図示しない空気調和機の圧縮機（所謂エアコン
コンプレッサ）１４やオルタネータ１５等があり、その駆動軸１４ａ，１５ａが動力伝達
部（プーリやベルト等）１６を介してクランクシャフト１１に連結されている。エンジン
１０の駆動中（クランクシャフト１１の回転中）には、オルタネータ１５が発電して電力
をバッテリ４０に蓄えることができる。ここで、この車両にはバッテリ４０とは別の蓄電
部（バッテリブーストコンバータ）４１が設けられており、発電された電力は、その蓄電
部４１に蓄えることもできる。
【００１９】
　クラッチ３０は、クランクシャフト１１と一体になって回転する第１係合部３１と、手
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動変速機２０の入力軸２１と一体になって回転する第２係合部３２と、を有しており、そ
のクランクシャフト１１と入力軸２１とを係合させる係合状態と、そのクランクシャフト
１１と入力軸２１とを係合状態から解放（非係合）させる解放状態（非係合状態）と、の
切り替えができるように構成された例えば摩擦クラッチ装置である。ここで云う係合状態
とは、そのクランクシャフト１１と入力軸２１との間でのトルクの伝達が可能な状態のこ
とであり、解放状態（非係合状態）とは、そのクランクシャフト１１と入力軸２１との間
でのトルクの伝達が行えない状態のことである。このクラッチ３０は、その係合状態と解
放状態の切り替え動作が運転者のクラッチペダル３３の操作に従いリンク機構やワイヤー
等を介して機械的に行われるものである。
【００２０】
　手動変速機２０は、運転者が変速操作装置（所謂シフトレバー２３ａやシフトゲージ２
３ｂ等）２３を操作した際に変速段の切り替えを行う。この手動変速機２０は、運転者が
クラッチ３０を解放状態に操作し、且つ、シフトレバー２３ａをシフトゲージ２３ｂ上の
ニュートラル位置に移動させることによって、入力軸２１と出力軸２２との間でトルク伝
達が行われない所謂ニュートラル状態となる。
【００２１】
　更に、この車両には、車両全体の動作を統括的に制御する電子制御装置（以下、「統合
ＥＣＵ」という。）１００が設けられている。その統合ＥＣＵ１００は、エンジンＥＣＵ
１０１及び後述する回生ＥＣＵ１０２との間で夫々に各種センサの検出信号や制御指令等
の情報の授受ができる。本実施例１においては、少なくともその統合ＥＣＵ１００、エン
ジンＥＣＵ１０１及び回生ＥＣＵ１０２によって、車両制御装置が構成されている。
【００２２】
　この車両は、加速走行中又は定速走行中に運転者がクラッチ３０を解放状態に操作する
又は手動変速機２０をニュートラル状態に操作することによって、その操作時の車速等に
応じた距離だけ惰性で走行し続けることができる。以下においては、そのクラッチ３０を
解放状態にする操作や手動変速機２０をニュートラル状態にする操作のことを惰性走行操
作という。ここで、その惰性走行時にはエンジントルクを駆動輪ＷＬ，ＷＲに伝えること
ができないので、惰性走行時にエンジン１０を駆動し続けることは、喩えアイドリング状
態であっても燃料を消費し続けることになり、燃費性能の観点からすると好ましくない。
従って、この車両においては、惰性走行検知装置が惰性走行を検知したときに、統合ＥＣ
Ｕ１００がエンジンＥＣＵ１０１に対してエンジン１０を停止させるように指示を送る。
これにより、この車両は、惰性走行中に燃費性能を向上させることができる。
【００２３】
　その惰性走行検知装置については、例えば、統合ＥＣＵ１００とアクセルペダル６１と
アクセル操作検出部（アクセル開度センサやアクセル操作量検出センサ等）６２とブレー
キペダル６３とブレーキ操作検出部（ブレーキ操作量検出センサ等）６４とによって構成
することができる。この場合、踏み込み状態にあるアクセルペダル６１から運転者が足を
離した後、所定時間内にブレーキペダル６３が踏み込まれなかったならば、統合ＥＣＵ１
００は、その動きを検出したアクセル操作検出部６２とブレーキ操作検出部６４の検出信
号に基づいて、惰性走行になったと推定することができる。その所定時間は、例えば、車
両の主な使用者として想定している又は一般的な運転者のアクセル操作からブレーキ操作
への移行時間に基づき設定すればよい。
【００２４】
　また、より検知精度を高めるのであれば、車両前後加速度検出部（車両前後加速度セン
サ等）６５による検出結果の推移をも考慮することが望ましい。つまり、運転者がアクセ
ルペダル６１とブレーキペダル６３から足を離している状態（アクセルオフ＆ブレーキオ
フの状態）においては、車両の減速度が所定よりも大きければ、手動変速機２０が何れか
の変速段の係合状態にあり、所謂エンジンブレーキが働いている状態であると推定できる
。これに対して、車両の減速度が所定よりも小さいときには、手動変速機２０がニュート
ラル状態になっており、惰性走行であると推定できる。統合ＥＣＵ１００は、その違いに
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基づいて惰性走行の検知を行ってもよい。更に、別の方法で検知精度を高めるのであれば
、手動変速機２０の状態を把握可能な検出装置、即ちどの変速段になっているのか、それ
ともニュートラル状態になっているのかを把握可能な検出装置を用意してもよく、また、
その状態についての推定装置を利用してもよい。その推定装置とは、例えばエンジン制御
の際の変速段の把握に使われる手動変速機搭載車両において周知の技術であり、エンジン
１０の出力要求値から推定される駆動輪ＷＬ，ＷＲの回転角速度と実際の駆動輪ＷＬ，Ｗ
Ｒの回転角速度との比較等によって判断する。また更に、惰性走行検知装置は、惰性走行
していることを車両側に知らせるボタンやレバー等の操作部と統合ＥＣＵ１００とによっ
て構成してもよい。この場合、統合ＥＣＵ１００には、運転者が車室内の操作部を操作し
たときに惰性走行になったと把握させる。
【００２５】
　本実施例１の車両は、このように惰性走行中にエンジン１０を停止させることで燃費性
能の向上を図れる。これが為、この車両は、エンジントルクを駆動輪ＷＬ，ＷＲに伝えて
行う走行（以下、「エンジン駆動走行」という。）とエンジン１０を停止させた惰性走行
とを交互に繰り返すことによって、走行中の燃費を向上させることができる。例えば、図
２に示す如く、運転者は、エンジン駆動走行による加速を行い、或る車速（惰性走行開始
車速）Ｖ１に到達した時点で惰性走行操作を行う。そして、統合ＥＣＵ１００は、惰性走
行を検知すると、エンジン１０の停止を指示する。この惰性走行中には、車速が低下して
いく。運転者は、車速Ｖが或る大きさ（エンジン駆動走行復帰車速）Ｖ２にまで低下した
ときに、惰性走行の解除操作を行う。その解除操作とは、惰性走行操作がクラッチペダル
３３の踏み込み操作のみであれば、クラッチ３０が係合状態となるように行う操作のこと
であり、惰性走行操作が手動変速機２０をニュートラル状態にする操作であれば、クラッ
チ３０の解放操作から始まり、手動変速機２０を例えば車速Ｖに応じた変速段に操作して
クラッチ３０を係合させるまでの操作のことである。運転者は、そのクラッチ３０の係合
操作と同時にアクセルペダル６１を踏み込む。これにより、統合ＥＣＵ１００は、スター
タモータ１２によってエンジン１０を始動させ、エンジン駆動走行による加速を再び行わ
せる。走行中の車両においては、これを繰り返し行うことによって燃費が向上する。
【００２６】
　その一方で、この車両は、惰性走行中に動力伝達部１６が駆動しないので、オルタネー
タ１５を発電させることができず、バッテリ４０への蓄電が不可能になる。これが為、こ
の車両には、エンジン１０の停止中（クランクシャフト１１の停止中）においても車両減
速時に発電できるように、走行中に発生した運動エネルギを回生することのできる回生装
置５０を設ける。
【００２７】
　その回生装置５０としては、オルタネータ等のジェネレータ、ジェネレータとして動作
可能なモータ、モータ又はジェネレータとして動作可能なモータ／ジェネレータなどが考
えられる。この回生装置５０は、手動変速機２０の出力軸２２から駆動輪ＷＬ，ＷＲまで
の動力伝達経路上に配設する。例えば、そのジェネレータなどであれば、そのロータと出
力軸２２等の動力伝達経路上における回転軸とが一体になって回転するように取り付ける
。図１においては、回生装置５０としてのジェネレータを出力軸２２上に配設したものと
して例示している。
【００２８】
　この回生装置５０は、その動作が本装置用の電子制御装置（以下、「回生ＥＣＵ」とい
う。）１０２によって制御される。その回生ＥＣＵ１０２は、統合ＥＣＵ１００からの回
生制御実行指令を受けた際に、回生装置５０を回生駆動して発電させる。これにより、そ
の回生装置５０は、出力軸２２から機械的な動力（回生トルク）が入力された際に運動エ
ネルギたる機械エネルギを電気エネルギに変換し、電力としてバッテリ４０又は蓄電部４
１に蓄えることができる。
【００２９】
　ところで、エンジン駆動走行と惰性走行の繰り返し走行は、エンジン駆動走行中の加速
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走行によって運動エネルギを蓄え、その運動エネルギを惰性走行中に消費することによっ
て燃費を向上させるものと云える。つまり、惰性走行中には、エンジン駆動走行で蓄えた
運動エネルギをエンジンブレーキの熱エネルギとして捨てずに、そのまま利用して走行さ
せている。従って、その繰り返し走行（以下、「燃費走行」という。）の最中の惰性走行
時に回生装置５０を回生制御した場合には、蓄えられた運動エネルギの一部が回生に利用
されて電気エネルギに変換されるので、エネルギの変換損失が発生し、燃費の向上効果を
妨げることになる。これが為、その燃費走行中の惰性走行時には、原則として、回生装置
５０の回生制御を禁止して、優先的に燃費の向上を図ることにしている。
【００３０】
　ここで、惰性走行中には、制動装置７１（例えばキャリパやロータ等で構成された油圧
制動装置）の制動力が必要となる場合がある。この惰性走行中に制動装置７１の制動力が
必要となる場合とは、惰性走行中に制動装置７１で熱エネルギが発生して増加していく場
合のことであると云える。例えば、惰性走行のみの減速では前方の車両との車間距離が目
標最小車間距離よりも縮まってしまう虞があるとき、惰性走行のみの減速では赤信号等に
より燃費走行を解除して停車させる際に目標停止位置を超えてしまう虞があるときなどの
車両の要求制動力が満たされないときである。これが為、この場合には、制動装置７１の
熱エネルギの増加側への変動によって走行性能を低下させてしまう虞があるので、回生装
置５０を回生駆動させて、駆動輪ＷＬ，ＷＲに所謂回生ブレーキを働かせることが望まし
い。これにより、その際には、制動装置７１による制動力が無くても回生ブレーキによっ
て車両の要求制動力を発生させることができるので、熱エネルギの変動に伴う走行性能の
低下を抑えることができ、且つ、運動エネルギが制動装置７１の制動動作による熱エネル
ギとして放出されなくなる。または、制動装置７１による制動力を小さくしても、回生ブ
レーキで車両の要求制動力を発生させることができるので、その熱エネルギとしての放出
量を低く抑えることができ、且つ、熱エネルギの変動に伴う走行性能の低下を抑えること
ができる。つまり、その際には、熱エネルギの変動に伴う走行性能の低下を抑えることが
できると共に、制動装置７１の制動力を０に又は低く抑えることによって、エンジン駆動
走行で蓄えた運動エネルギを回生ブレーキによって電気エネルギに変換し、バッテリ４０
の充電が可能になるので、その運動エネルギを有効利用することができる。
【００３１】
　また、惰性走行中に交差点進入等で方向指示器７３が操作されて減速する場合について
も、制動装置７１の制動力が必要となり、熱エネルギが増加側に変動していく場合に該当
する。これが為、この場合にも、回生装置５０を回生駆動させて、駆動輪ＷＬ，ＷＲに回
生ブレーキを働かせることが望ましい。
【００３２】
　また、バッテリ４０の残存蓄電量に相当するバッテリ残存電力が惰性走行中の電器（バ
ッテリ４０の電力で動作する補機等の機器）の総消費電力を下回る虞がある場合には、多
少燃費を犠牲にしてでも、回生装置５０の回生駆動による発電を行うことが望ましい。こ
れにより、惰性走行中に必要な電器を全て使用できるようになる。この場合とは、惰性走
行中に車両の有するバッテリ４０の電気エネルギが不足してしまうほどにまで大きく減少
していく場合のことであると云える。つまり、この場合には、電気エネルギの変動によっ
て電器の性能を低下させてしまう可能性があるので、回生装置５０を回生制御して発電さ
せることが望ましい。尚、ここで云うバッテリ４０の残存蓄電量とは、空の状態を下限と
した残りの蓄電量、又は、バッテリ４０の使用限界に相当する下限蓄電量を基準とした残
りの蓄電量のことを指す。
【００３３】
　また、惰性走行中の走行路が降坂路（下り勾配）の場合には、車両の減速度が小さく、
その勾配如何では車両が加速を始める可能性もある。そして、運転者は、その惰性走行中
の加速に違和感を覚え、制動装置７１を動作させて車両の加速を抑える可能性がある。こ
れが為、この場合には、その勾配如何で回生装置５０の回生駆動による回生ブレーキを駆
動輪ＷＬ，ＷＲに発生させ、車両の加速を抑えるようにすることが望ましい。この場合と
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は、後の加速抑制の為のブレーキ操作によって惰性走行中に制動装置７１で熱エネルギが
発生して増加していく場合のことであると云える。つまり、この場合には、その降坂路の
勾配角度又は勾配に応じた運動エネルギの増加に伴い加速してしまい、走行性能の低下を
招く虞があるので、回生装置５０の回生駆動による回生ブレーキを発生させて、その加速
を抑えることが望ましい。
【００３４】
　そこで、本実施例１の車両制御装置は、惰性走行中の車両において所定のエネルギ変動
（制動装置７１の制動動作による熱エネルギの変動、バッテリ４０の電気エネルギの変動
、運動エネルギの変動）が生じる場合に、回生装置５０の回生制御禁止状態を解除させる
よう構成する。従って、その解除時には、回生制御禁止状態のときと比較すると、車両の
減速度が大きくなるので、車速Ｖの低下代が大きくなり、図３の上図に示す如く早い段階
でエンジン駆動走行復帰車速Ｖ２に低下してエンジン駆動走行に戻る。また、その解除時
には、回生装置５０の電圧を上げて図３の下図に示す如くバッテリ４０への充電量を増や
す。
【００３５】
　以下に、惰性走行中における回生装置５０の回生制御の要否決定動作について図４から
図８のフローチャートに基づき説明する。
【００３６】
　先ず、統合ＥＣＵ１００は、図４のフローチャートに示す如く、上述した燃費走行の実
行中なのか否かを判定する（ステップＳＴ１）。燃費走行が行われているのか否かについ
ては統合ＥＣＵ１００が把握しているので、このステップＳＴ１の判定は、統合ＥＣＵ１
００が自ら持っている情報を利用して行う。
【００３７】
　統合ＥＣＵ１００は、燃費走行が行われていなければ本演算処理を終わらせるが、燃費
走行が実行中ならば惰性走行中なのか否かを判定する（ステップＳＴ２）。このステップ
ＳＴ２の判定は、上述した惰性走行検知装置を利用する。そして、この統合ＥＣＵ１００
は、惰性走行中でなければ本判定を繰り返し、惰性走行中と判定された場合に回生装置５
０による回生制御の要否判定を行う（ステップＳＴ３）。このステップＳＴ３の回生制御
の要否判定について夫々の場合毎に説明する。
【００３８】
　最初に、前述した自車の前方に車両が走行している場合や前方の信号機が赤の場合等の
ような車両前方の状況に応じた回生制御の要否判定について、図５のフローチャートを用
いて説明する。
【００３９】
　統合ＥＣＵ１００は、先ず、自車の車両前方情報を前方情報取得装置７２から取得する
（ステップＳＴ１１）。
【００４０】
　例えば、その車両前方情報としては、車両や障害物等の物体が考えられる。この場合の
前方情報取得装置７２は、前方の物体を検出する物体検出装置であり、例えばミリ波レー
ダやＣＣＤカメラ等の撮像装置等を利用する。統合ＥＣＵ１００は、その物体検出装置の
検出信号に基づいて、前方の物体の存在の有無、その物体の位置、その物体と自車との距
離及びその物体と自車との相対速度の情報等を取得する。更に、車両前方情報としては、
前方の信号機の色や停止線の位置、停止線までの距離等の情報が考えられる。この場合の
前方情報取得装置７２は、その情報を例えば道路脇の情報送信装置から受信する通信装置
や撮像装置等を利用する。統合ＥＣＵ１００は、その通信装置の受信情報に基づいて、前
方の信号機の色や停止線までの距離の情報を取得する。また、その撮像装置の画像に基づ
いて、前方の信号機の色や停止線の位置、停止線までの距離の情報を取得する。
【００４１】
　また、統合ＥＣＵ１００は、自車の車速情報を車速検出装置６６から取得する（ステッ
プＳＴ１２）。その車速検出装置６６としては、例えば車速センサや車輪速度センサ等を
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利用する。
【００４２】
　続いて、統合ＥＣＵ１００は、制動装置７１の制動力を発生させる必要があるのか否か
、換言するならば制動装置７１の制動動作により発生した熱エネルギの増加側への変動が
生じるのか否かを推定する（ステップＳＴ１３）。
【００４３】
　統合ＥＣＵ１００は、制動装置７１の制動力を発生させる必要なし（熱エネルギの変動
なし）と推定したならば、回生装置５０の回生制御を禁止状態のまま維持する（ステップ
ＳＴ１４）。これにより、この車両においては、前述したようにエネルギの変換損失が発
生しないので、燃費走行中の燃費を向上させることができる。
【００４４】
　一方、この統合ＥＣＵ１００は、制動装置７１の制動力を発生させる必要あり（熱エネ
ルギの変動あり）と推定したならば、回生装置５０の回生制御禁止状態を解除する（ステ
ップＳＴ１５）。これにより、この車両においては、その回生制御に伴う回生ブレーキと
、回生ブレーキで要求制動力を発生できなければその不足分を補う制動装置７１の制動力
と、によって車両に要求制動力を発生させることができる。また、この車両においては、
制動装置７１の制動力を０に又は低く抑えることによって、エンジン駆動走行で蓄えた運
動エネルギを回生ブレーキで電力としてバッテリ４０に充電できるので、その運動エネル
ギを有効利用することができる。
【００４５】
　例えば、自車の前方に走行中の車両が存在している場合、統合ＥＣＵ１００は、上記ス
テップＳＴ１３において、自車の車速Ｖ及び走行抵抗と前車との車間距離及び相対速度と
に基づいて、これから先の前車との車間距離の変化を推定する。その際、統合ＥＣＵ１０
０は、前車の車速が変わらないものと仮定して推定を行うことにする。尚、自車の車速Ｖ
と自車の走行抵抗とからは、惰性走行中の自車の減速度や走行距離、停止線等の所定位置
までの到達時間、所定位置まで走行したときの車速Ｖを求めることができる。そして、統
合ＥＣＵ１００は、例えば自車の車速Ｖの方が高い為に、推定した中で最短の車間距離が
目標最小車間距離よりも縮まってしまう虞があり、今後、運転者のブレーキ操作によって
制動装置７１が制動力を発生させる可能性があると判断したならば、このステップＳＴ１
３において、制動装置７１の制動力を発生させる必要あり（熱エネルギの変動あり）と推
定する。これに対して、この統合ＥＣＵ１００は、推定した車間距離が目標最小車間距離
以上あるならば、このステップＳＴ１３において、制動装置７１の制動力を発生させる必
要なし（熱エネルギの変動なし）と推定する。この場合には、回生装置５０の回生制御が
行われようと行われまいと、上記の効果に加えて、前車との車間距離を目標最小車間距離
以上に保つこともできる。
【００４６】
　ここで、この例示においては、この場合に制動装置７１の制動力を発生させる必要なし
（熱エネルギの変動なし）と推定されたときに、回生装置５０の回生制御を禁止状態のま
ま維持して本演算処理を終わらせている。しかしながら、これは前車の車速を一定と仮定
しているからであり、実際の前車の車速は、必ずしも一定とは限らない。これが為、統合
ＥＣＵ１００には、燃費走行が継続されている間、回生装置５０の回生制御を禁止状態の
まま維持させる判断を行った後に、ステップＳＴ１１に戻って同様の演算処理を繰り返さ
せることが望ましい。
【００４７】
　また、自車の前方に障害物が存在している場合、統合ＥＣＵ１００は、上記ステップＳ
Ｔ１３において、自車の車速Ｖと自車の走行抵抗とに基づいて惰性走行中の自車の走行距
離を推定する。そして、統合ＥＣＵ１００は、その推定走行距離と上記ステップＳＴ１１
で取得した障害物との距離の情報を比較して、推定走行距離の方が障害物との距離よりも
長ければ、今後、運転者のブレーキ操作によって制動装置７１が制動力を発生させる可能
性があると判断し、このステップＳＴ１３において、制動装置７１の制動力を発生させる
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必要あり（熱エネルギの変動あり）と推定する。これに対して、この統合ＥＣＵ１００は
、推定走行距離が障害物との距離よりも短ければ、このステップＳＴ１３において、制動
装置７１の制動力を発生させる必要なし（熱エネルギの変動なし）と推定する。この場合
には、回生装置５０の回生制御が行われようと行われまいと、上記の効果に加えて、障害
物との接触を防ぐことができる。
【００４８】
　また、前方が赤信号になっている等の所定の停止位置での停車が必要な場合には、上記
の障害物の位置を停止位置に置き換えればよく、これにより、回生装置５０の回生制御が
行われようと行われまいと、上記の効果に加えて、自車を所定の停止位置までに停車させ
ることができる。
【００４９】
　次に、前述したバッテリ４０の状態に応じた回生制御の要否判定について、図６のフロ
ーチャートを用いて説明する。
【００５０】
　統合ＥＣＵ１００は、先ず、バッテリ４０の残量の情報を取得する（ステップＳＴ２１
）。通常、車両側は電圧計等から得たバッテリ４０の残存蓄電量（残存電圧）の情報を持
っているものなので、このステップＳＴ２１においては、それを利用すればよい。
【００５１】
　また、統合ＥＣＵ１００は、燃費走行中における１回分の惰性走行の走行時間（以下、
「惰性走行時間」という。）を求める（ステップＳＴ２２）。燃費走行中における１工程
のエンジン駆動走行と惰性走行のパターンは略同じと考えられるので、その惰性走行時間
は、そのパターンから求めることができる。例えば、１つ手前の惰性走行時間を求めても
よく、各工程の惰性走行時間の平均値を求めてもよい。
【００５２】
　この統合ＥＣＵ１００は、惰性走行中（つまり求めた惰性走行時間内）に使用する電器
の総消費電力を求める（ステップＳＴ２３）。例えば、圧縮機１４等の補機が動作するな
らばその消費電力、オーディオ機器やカーナビゲーションが動作するならばその消費電力
を求め、全ての電器の消費電力を足し合わせて総消費電力を求める。
【００５３】
　統合ＥＣＵ１００は、そのバッテリ４０の残存蓄電量に相当するバッテリ残存電力と電
器の総消費電力とを比較する（ステップＳＴ２４）。
【００５４】
　そして、この統合ＥＣＵ１００は、バッテリ残存電力が電器の総消費電力以上残ってい
るならば、回生装置５０の回生制御を禁止状態のまま維持する（ステップＳＴ２５）。こ
れにより、この車両においては、前述したようにエネルギの変換損失が発生しないので、
燃費走行中の燃費を向上させることができる。
【００５５】
　一方、この統合ＥＣＵ１００は、バッテリ残存電力が電器の総消費電力よりも少なくな
っているならば、バッテリ４０の電気エネルギが不足するほどにまで減少側に変動する虞
があると推定し、回生装置５０の回生制御禁止状態を解除する（ステップＳＴ２６）。こ
れにより、この車両においては、その回生制御によってエンジン駆動走行で蓄えた運動エ
ネルギを電力として発電できるので、電器の総消費電力を全て賄うことができる。
【００５６】
　次に、前述した方向指示器７３の操作の有無に応じた回生制御の要否判定について、図
７のフローチャートを用いて説明する。
【００５７】
　統合ＥＣＵ１００は、先ず、方向指示器７３が運転者によって操作されたのか否かを判
定する（ステップＳＴ３１）。
【００５８】
　ここで、その方向指示器７３が操作されていなければ、統合ＥＣＵ１００は、後述する
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ステップＳＴ３４に進んで、回生装置５０の回生制御を禁止状態のまま維持させる。
【００５９】
　一方、この統合ＥＣＵ１００は、方向指示器７３が操作されたならば、前方情報取得装
置７２から自車の車両前方情報を取得する（ステップＳＴ３２）。このステップＳＴ３２
においては、前方の物体の存在の有無、前方の交差点等の右左折箇所の有無の情報を取得
する。その交差点の有無については、撮像装置以外にも、例えばカーナビゲーションシス
テムの地図情報を利用することができる。従って、その際には、カーナビゲーションシス
テムが前方情報取得装置７２としての役目を果たす。
【００６０】
　続いて、統合ＥＣＵ１００は、その車両前方情報に基づいて、図５のステップＳＴ１３
と同様に制動装置７１の制動力を発生させる必要があるのか否か（熱エネルギの変動の有
無）を推定する（ステップＳＴ３３）。例えば、前方に物体ありとの車両前方情報の場合
には、運転者の方向指示器７３の操作が物体を避ける為の車線変更操作等の前段階の操作
と考えられるので、制動装置７１の制動力は必要なしと推定させればよい。これに対して
、前方に右左折箇所ありとの車両前方情報の場合には、運転者の方向指示器７３の操作が
右折又は左折の為の前段階の操作と考えられるので、制動装置７１の制動力が必要になる
と推定させればよい。
【００６１】
　統合ＥＣＵ１００は、制動装置７１の制動力を発生させる必要なし（熱エネルギの変動
なし）と推定したならば、回生装置５０の回生制御を禁止状態のまま維持する（ステップ
ＳＴ３４）。これにより、この車両においては、前述したようにエネルギの変換損失が発
生しないので、燃費走行中の燃費を向上させることができる。
【００６２】
　一方、この統合ＥＣＵ１００は、制動装置７１の制動力を発生させる必要あり（熱エネ
ルギの変動あり）と推定したならば、回生装置５０の回生制御禁止状態を解除する（ステ
ップＳＴ３５）。これにより、この車両においては、その回生制御に伴う回生ブレーキと
制動装置７１の制動力とによって右左折前までに減速させることができる。また、この車
両においては、エンジン駆動走行で蓄えた運動エネルギを回生ブレーキで電力としてバッ
テリ４０に充電できるので、その運動エネルギを有効利用することができる。
【００６３】
　次に、前述した走行路の勾配に応じた回生制御の要否判定について、図８のフローチャ
ートを用いて説明する。
【００６４】
　統合ＥＣＵ１００は、先ず、走行路が下り勾配なのか否かを判定する（ステップＳＴ４
１）。この判定は、例えば車速Ｖに応じて決まる平坦路における惰性走行時の車両前後加
速度と車両前後加速度検出部６５の実際の車両前後加速度とを比較して行ってもよく、勾
配センサ等を利用して行ってもよい。
【００６５】
　その結果、下り勾配であると判定された場合、統合ＥＣＵ１００は、その勾配角度θｄ
ｏｗｎと基準勾配角度θｄｏｗｎ０とを比較する（ステップＳＴ４２）。その勾配角度θ
ｄｏｗｎは、車両前後加速度検出部６５の検出信号等に基づいて推定すればよい。また、
基準勾配角度θｄｏｗｎ０は、例えば、惰性走行中に加速する虞のある下り勾配の勾配角
度の中でも最小のものを設定する。これにより、その勾配角度θｄｏｗｎが基準勾配角度
θｄｏｗｎ０以上のときには、惰性走行中に加速する虞があると推定できる。これに対し
て、その勾配角度θｄｏｗｎが基準勾配角度θｄｏｗｎ０よりも小さいときには、減速度
は小さいが、惰性走行中に減速し続けると推定できる。尚、このステップＳＴ４２におい
ては、勾配角度θｄｏｗｎに替えて勾配（％）の情報を利用してもよい。
【００６６】
　統合ＥＣＵ１００は、下り勾配ではないと判定した場合、又は、下り勾配であっても勾
配角度θｄｏｗｎが基準勾配角度θｄｏｗｎ０よりも小さい場合、回生装置５０の回生制
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御を禁止状態のまま維持する（ステップＳＴ４３）。これにより、この車両においては、
前述したようにエネルギの変換損失が発生しないので、燃費走行中の燃費を向上させるこ
とができる。また、そのような下り勾配の場合には、その後のエンジン駆動走行による加
速が平坦路や登坂路よりも比較的少ないエンジントルクで行えるので、エンジン１０の熱
効率を下げることができる。これが為、この場合には、回生制御禁止状態のままにして、
惰性走行中の電器の使用によってバッテリ４０の電力を消費させ（電気エネルギを減少さ
せ）、そのバッテリ４０の残存蓄電量を敢えて少なくしているので、その後のエンジン駆
動走行の際のオルタネータ１５による発電量を増加させて、バッテリ４０の充電効率を上
げることができる。
【００６７】
　一方、この統合ＥＣＵ１００は、勾配角度θｄｏｗｎが基準勾配角度θｄｏｗｎ０以上
と判定された場合、この先に制動装置７１の制動力を発生させる必要あり（熱エネルギの
変動あり）と推定して、回生装置５０の回生制御禁止状態を解除する（ステップＳＴ４４
）。これにより、この車両においては、その回生制御に伴う回生ブレーキや制動装置７１
の制動力によって惰性走行中の加速を抑えることができる。また、この車両においては、
エンジン駆動走行で蓄えた運動エネルギを回生ブレーキで電力としてバッテリ４０に充電
できるので、その運動エネルギを有効利用することができる。更に、この車両においては
、降坂路の勾配角度θｄｏｗｎ（又は勾配）に応じて増加側に変動した運動エネルギによ
って、惰性走行中であるにも拘わらず加速してしまう可能性があったが、その回生ブレー
キによって加速を抑えることができる。
【００６８】
　上述したステップＳＴ３においては、これら説明した図５から図８の判定の内の少なく
とも１つを実行し、その夫々の判定の内の少なくとも１つが回生装置５０の回生制御禁止
状態の解除との結果を得たのであれば、その回生制御禁止状態を解除させることにする。
【００６９】
　以上示したように、本実施例１の車両制御装置は、惰性走行中のエンジン停止と回生制
御の禁止によって燃費走行における燃費の向上を可能にする。そして、この車両制御装置
は、惰性走行中の車両における各種エネルギの中に上述した所定の変動を生じさせるもの
があるのならば、回生制御禁止状態を解除することによって、そのエネルギの変動に伴う
性能低下（制動装置７１の制動動作による熱エネルギの変動に伴う走行性能の低下、バッ
テリ４０の電気エネルギの変動に伴う電器の性能低下、運動エネルギの変動に伴う走行性
能の低下）を抑えることができる。
【００７０】
［実施例２］
　本発明に係る車両制御装置の実施例２を図９から図１１に基づいて説明する。
【００７１】
　本実施例２の車両制御装置は、図９に示すハイブリッド車両を適用対象にしたものであ
る。
【００７２】
　このハイブリッド車両は、前述した実施例１の車両からオルタネータ１５と回生装置５
０を取り除き、クラッチ３０と手動変速機２０の間にエンジン１０とは別の動力源を設け
た構成を有するものである。また、このハイブリッド車両においては、回生ＥＣＵ１０２
に替えて下記のモータ／ジェネレータＥＣＵ１０３を設けている。尚、このハイブリッド
車両の歯車対１３ａ，１３ｂは、スタータモータ１２でエンジン１０を始動させるときに
、お互いに噛み合い状態になるものである。
【００７３】
　その別の動力源とは、電気エネルギを変換した機械エネルギを動力とする電気動力源で
あり、モータ、力行駆動可能なジェネレータ又は力行及び回生の双方の駆動が可能なモー
タ／ジェネレータを備える。ここでは、モータ／ジェネレータ８０を例に挙げて説明する
。このモータ／ジェネレータ８０は、その動作がモータ／ジェネレータ用の電子制御装置
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（以下、「モータ／ジェネレータＥＣＵ」という。）１０３によって制御される。力行駆
動時には、モータとして機能して、バッテリ４０からの供給電力によって回転軸８１から
機械的な動力（力行トルク）を出力する。その回転軸８１は、クラッチ３０の第２係合部
３２と手動変速機２０の入力軸２１に一体回転し得るよう連結されている。一方、回生駆
動時には、実施例１の回生装置５０と同じようにジェネレータとして機能して、回転軸８
１から機械的な動力（回生トルク）が入力された際に機械エネルギを電気エネルギに変換
し、バッテリ４０等に電力として蓄える。この回生駆動させる際、モータ／ジェネレータ
ＥＣＵ１０３は、実施例１の回生ＥＣＵ１０２と同様の機能を為す。
【００７４】
　このハイブリッド車両においても、統合ＥＣＵ１００は、実施例１の図４のフローチャ
ートと同じようにしてモータ／ジェネレータ８０の回生制御の要否判定を行う。
【００７５】
　本実施例２の統合ＥＣＵ１００は、車両前方の状況に応じた回生制御の要否判定を行う
際に、実施例１の図５のフローチャートと同様の演算処理を実行する。従って、その実施
例１のときと同様の効果を得ることができる。また、この統合ＥＣＵ１００は、バッテリ
４０の状態に応じた回生制御の要否判定を行う際に、実施例１の図６のフローチャートと
同様の演算処理を実行する。従って、その実施例１のときと同様の効果を得ることができ
る。また、この統合ＥＣＵ１００は、方向指示器７３の操作の有無に応じた回生制御の要
否判定を行う際に、実施例１の図７のフローチャートと同様の演算処理を実行する。従っ
て、その実施例１のときと同様の効果を得ることができる。また、この統合ＥＣＵ１００
は、走行路の勾配に応じた回生制御の要否判定を行う際に、実施例１の図８のフローチャ
ートと同様の演算処理を実行する。従って、その実施例１のときと同様の効果を得ること
ができる。これらの演算処理においては、「回生装置５０」を「モータ／ジェネレータ８
０」と読み替える。
【００７６】
　ここで、惰性走行中に方向指示器７３の操作をする場合とは、前述した実施例１の例示
だけでなく、例えば車線変更を伴う追い越し加速を惰性走行中に行うときについても該当
する。そして、その惰性走行中の加速時には、要求駆動力にも依るが、モータ／ジェネレ
ータ８０をモータ駆動して駆動力を増加させることがある。つまり、その際には、モータ
／ジェネレータ８０のモータ駆動にバッテリ４０の電力が消費されて、バッテリ４０の電
気エネルギが減少していくことがある。これが為、本実施例２のハイブリッド車両におい
ては、惰性走行中に方向指示器７３が操作されたことのみを以て、その後の車両動作が加
速なのか減速なのかに拘わらず、回生装置たるモータ／ジェネレータ８０の回生駆動（ジ
ェネレータ駆動）を実行させることにしてもよい。これにより、その後の車両動作が加速
と判ったときに、モータ／ジェネレータ８０への供給電力が不足しているという事態を回
避することができる。ここでの制御動作について、図１０のフローチャートに示す。
【００７７】
　先ず、この場合の統合ＥＣＵ１００は、方向指示器７３が運転者によって操作されたの
か否かを判定する（ステップＳＴ５１）。
【００７８】
　ここで、その方向指示器７３が操作されていなければ、統合ＥＣＵ１００は、モータ／
ジェネレータ８０の回生制御を禁止状態のまま維持する（ステップＳＴ５２）。これによ
り、この車両においては、エネルギの変換損失が発生しないので、燃費走行中の燃費を向
上させることができる。
【００７９】
　一方、この統合ＥＣＵ１００は、方向指示器７３が操作されたならば、モータ／ジェネ
レータ８０の回生制御禁止状態を解除する（ステップＳＴ５３）。これにより、この車両
においては、その操作後に減速するのであれば、図７のフローチャートのときと同様に、
制動装置７１の制動動作による熱エネルギの変動に伴う走行性能の低下を抑えることがで
きる。また、その操作後に追い越し加速等する場合には、バッテリ４０の電気エネルギの



(15) JP 5267685 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

減少側への変動に伴う走行性能の低下を抑えることができ、供給電力不足によるモータ駆
動力の低下の抑制が可能になる。
【００８０】
　更に、惰性走行中の走行路が登坂路（上り勾配）の場合には、車両の減速度が大きくな
るので、燃費走行による加速と減速の頻度が多くなる。これが為、運転者は、頻繁に惰性
走行操作と惰性走行の解除操作とを繰り返すことになり、煩わしさを覚える可能性がある
。また、減速度の大きい加速と減速の繰り返しは、車両の加減速の変化を大きくするので
、その際の車両の動きに運転者が違和感を覚える可能性もある。そのようなことから、惰
性走行中に減速度が大きくなると、運転者は、車速Ｖがエンジン駆動走行復帰車速Ｖ２ま
で低下していないにも拘わらず、アクセルペダル６１を踏み込む可能性がある。その際に
は、運転者がエンジン駆動走行の為のクラッチ３０や手動変速機２０の操作を完結させる
までに時間を要する。また、その際、運転者は、モータ／ジェネレータ８０のモータ駆動
による所謂ＥＶ走行を期待してアクセルペダル６１を踏み込む可能性もある。従って、本
実施例２の統合ＥＣＵ１００は、登坂路の惰性走行中にアクセルペダル６１が踏み込まれ
たときに、例えば、アクセルペダル６１の踏み込み速度が所定速度よりも遅ければエンジ
ン駆動走行に復帰させ、その踏み込み速度が所定速度よりも速ければ、運転者が早期の駆
動力の増加を望んでいると判断して、モータ／ジェネレータ８０をモータ駆動させる。故
に、そのときには、そのモータ駆動にバッテリ４０の電力が消費されて、バッテリ４０の
電気エネルギが減少していくことがある。そこで、本実施例２のハイブリッド車両におい
ては、惰性走行中の走行路が登坂路の場合には、その後のアクセル操作がエンジン駆動走
行であるのかＥＶ走行であるのかに拘わらず、モータ／ジェネレータ８０の回生駆動によ
るバッテリ４０の充電を実行させてもよい。これにより、その後のアクセル操作がＥＶ走
行を要求していると判ったときに、モータ／ジェネレータ８０への供給電力が不足してい
るという事態を回避することができる。
【００８１】
　これに対して、惰性走行中の走行路が降坂路（下り勾配）の場合には、その後のエンジ
ン駆動走行による加速が平坦路や登坂路よりも比較的少ないエンジントルクで行えるので
、エンジン１０の熱効率を下げることができる。これが為、この場合には、その勾配角度
θｄｏｗｎに拘わらず回生制御禁止状態のままにして、惰性走行中の電器の使用によって
バッテリ４０の電力を消費させ（電気エネルギを減少させ）、そのバッテリ４０の残存蓄
電量を敢えて少なくすることで、その後のエンジン駆動走行の際のモータ／ジェネレータ
８０の回生駆動による発電量を増加させ、バッテリ４０の充電効率を上げてもよい。
【００８２】
　この場合の制御動作について、図１１のフローチャートに示す。
【００８３】
　統合ＥＣＵ１００は、先ず、図８のステップＳＴ４１と同様にして、走行路が下り勾配
なのか否かを判定する（ステップＳＴ６１）。
【００８４】
　そして、この統合ＥＣＵ１００は、走行路が下り勾配と判定した場合、モータ／ジェネ
レータ８０の回生制御を禁止状態のまま維持する（ステップＳＴ６２）。これにより、こ
の車両においては、エネルギの変換損失が発生しないので、燃費走行中の燃費を向上させ
ることができ、且つ、上記のバッテリ４０の充電効率の向上を図ることもできる。
【００８５】
　一方、この統合ＥＣＵ１００は、下り勾配ではないと判定した場合、モータ／ジェネレ
ータ８０の回生制御禁止状態を解除する（ステップＳＴ６３）。これにより、この車両に
おいては、上記の如くＥＶ走行要求時のモータ／ジェネレータ８０への供給電力不足を回
避できる。
【００８６】
　本実施例２のステップＳＴ３においても、これら説明した図５から図１１の判定の内の
少なくとも１つを実行し、その夫々の判定の内の少なくとも１つがモータ／ジェネレータ
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させることにする。尚、ここでは、例えば走行路の勾配に応じた回生制御の要否判定の際
に、図８と図１１とで真逆の判定結果になることがある。そのような場合には、求める要
求性能に応じて使い分ければよい。例えば、バッテリ４０の充電効率の向上を優先させる
のであれば、その際の判定には、図１１の判定を用いればよい。
【００８７】
　以上示したように、本実施例２の車両制御装置についても、実施例１の車両制御装置と
同様に、惰性走行中のエンジン停止と回生制御の禁止によって燃費走行における燃費の向
上を可能にする。そして、この車両制御装置は、惰性走行中の車両における各種エネルギ
の中に上述した所定の変動を生じさせるものがあるのならば、回生制御禁止状態を解除す
ることによって、そのエネルギの変動に伴う性能低下を抑えることができる。
【００８８】
　ところで、上述した各実施例１及び２においては手動変速機搭載車両について例示した
が、本発明は、惰性走行中に動力源の動力を駆動輪に伝えないことが可能な車両であるな
らば、自動変速機を搭載しているものであっても適用可能であり、同様の効果を得ること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　以上のように、本発明に係る車両制御装置は、惰性走行可能な車両に有用であり、特に
、その惰性走行時の燃費性能と運動エネルギの回生性能との両立を図る技術に適している
。
【符号の説明】
【００９０】
　１０　エンジン
　１２　スタータモータ
　１４　圧縮機
　１５　オルタネータ
　２０　手動変速機
　２１　入力軸
　２３　変速操作装置
　２３ａ　シフトレバー
　２３ｂ　シフトゲージ
　３０　クラッチ
　３３　クラッチペダル
　４０　バッテリ
　５０　回生装置
　６５　車両前後加速度検出部
　６６　車速検出装置
　７１　制動装置
　７２　前方情報取得装置
　７３　方向指示器
　８０　モータ／ジェネレータ
　１００　統合ＥＣＵ
　１０１　エンジンＥＣＵ
　１０２　回生ＥＣＵ
　１０３　モータ／ジェネレータＥＣＵ
　ＷＬ，ＷＲ　駆動輪
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